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～熱中症対策による死亡災害ゼロを目指して～ 

 神奈川労働局管内における熱中症による死傷者が近年増加の一途をたどり、ついには

休業４日以上の労働災害が年間１０２件と大台に乗ることになりました。熱中症による死亡

災害も令和４年、５年、６年、７年と連続で発生しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月に改正された労働安全衛生規則（体制整備・手順作成・関係者への周知）

および令和８年３月に策定された職場における熱中症防止対策のためのガイドラインに基

づいた対応をお願いします。 また、並行して、熱中症の予防対策として、「STOP！熱中症 

クールワークキャンペーン」に基づき、暑さ指数の把握と評価、測定した暑さ指数に応じた

各種予防対策についても、引き続き対応をよろしくお願いします。  

 以下のチェックシートなどを活用し、早期発見・早期対応に努めてください。 

 

そ の ほ か 神 奈 川 労 働 局 の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html）では熱中

症関連資料についても見ることができます。熱中症対策の資料としてご

活用ください。 

 

 
熱中症予防対策 

（神奈川労働局 HP） 


